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屋外タンク貯蔵所の変更に係る溶接工事に伴う手続き等について 

 

（H9.3.26 消防危第29号通知） 

（R1.8.27 消防危第117号通知一部改正） 

 

 

第１ 屋外タンク貯蔵所の変更に係る溶接工事に伴う完成検査前検査に関する事項 

１ 特定屋外タンク貯蔵所の溶接部に係る放射線透過試験等 

特定屋外タンク貯蔵所のタンク本体の側板のうち、接液部以外の側板に係る溶接部であって、取

替え工事を除く変更のための工事に係る溶接部については、放射線透過試験、磁粉探傷試験又は浸

透探傷試験の基準は適用されない。（規則第20条の7及び第20条の8関係) 

ここで、接液部とは、タンク容量(令第5条第2項のタンクの容量をいう。)の危険物を貯蔵する場

合に当該危険物に接する部分の側板(一の側板の下部のみが当該危険物に接する場合は、その接す

る部分のみをいう。)のことをいい、また、取替え工事には、板の全取替えのみならずはめ板によ

る工事も含まれるので、留意すること。 

 

２ 特定屋外タンク貯蔵所の溶接部に係る漏れ試験 

１により、放射線透過試験等の基準が適用されないこととされた溶接部について、新たに漏れ試

験の基準の適用対象となる。(規則第20条の9関係) 

 

３ 屋外タンク貯蔵所に係る水張試験の特例 

⑴ 令第11条第5項の規定により、屋外タンク貯蔵所について総務省令に定める変更の工事が行われ

た場合は、総務省令で水張試験又は水圧試験に関する基準の特例を定めることができることとさ

れており、従来よりノズル、マンホール等の取付工事、屋根に係る工事等については、水張試験

に関する基準の適用が除外されていたところであるが、さらに下記の事項についても水張試験の

基準が適用されない変更の工事とする。(規則第22条の4第1項第2号、第5号、第6号、第8号及び第

9号関係)。 

ア ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事 

イ 側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。) 

ウ 接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事 

エ 底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。) 

ここで、溶接部に対する熱影響が軽微な肉盛り補修工事とは、溶接継手から母材の板厚の5 倍

以上の間隔を有している肉盛り補修工事をいうものであること。 

オ 構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部（ぜい性破壊を起こすおそ

れのないものに限る。）の補修工事のうち、タンク本体の変形に対する影響が軽微なもの。 

⑵ 底部に係る重ね補修工事に関しては、平成6年9月1日付け消防危第73号通知「危険物の規制に関

する規則の一部を改正する省令等の施行について」において、底部のうち、側板から600 ミリメー
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トル未満の範囲における重ね補修工事が今後行われることがないように指導していることから、当

該工事が水張試験の特例をうける工事の範囲から除外する。(規則第22条の4第1項第7号関係) 

⑶ 屋外貯蔵タンクの変更の工事に係る完成検査前検査等については別図を参照のこと。 

⑷ ⑴オの補修工事に関しては、別添「水張検査の代替要件に関する細目」（以下、「細目」とい

う。）に定める内容を確認することにより、水張試験に関する基準の適用を除外するものとする。 

細目の内容を的確に確認し、運用するためには、タンクの全体構造、破壊力学に基づくシミュレ

ーション（WES2805）、溶接施工、各種検査等に関する高度な専門技術が必要となることから、危

険物保安技術協会の技術援助等を求めるなどその評価資料を活用すること。 

また、留意点として、タンク底部の溶接を行った後において、水を張って応力をかけることなく

危険物を充てんすることになることから、併用開始後の24時間程度は、漏れ及び変形に対し、特に

注意を払うよう指導すること。 

 

第２ 溶接施工方法確認試験に関する事項(規則第20条の4 第3項後段及び告示第4条の21の2関係) 

   溶接施工方法確認試験については、次の事項に留意されたい。 

１ この試験に係る基準は、いわゆる旧法タンク(危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

(昭和52 年政令第10号)施行の際、現に法第11条第1項前段による許可を受け、又は当該許可の申請

がされている特定屋外タンク貯蔵所において、同令附則第3項により令第11 条第1項第3号の2及び

第4号に定める技術上の基準の適用が除外されるタンク)には適用がないこととなるが、これらのタ

ンクの溶接の方法についても、試験において確認されることが望ましい。 

２ 試験は、申請の度行わなければならないものではなく、既往の確認試験結果によっても差し支え

ないこと。 

３ 告示第4条の21の2第1項第1号に規定する「これに準ずるもの」の内容等については、別記第35 

「特定屋外貯蔵タンク溶接施工方法確認試験について」によること。 

４ 判定基準 

  従来は、突合せ溶接継手の型曲げ試験の判定基準は、割れが生じないこととしてきたが、

ASME(American Standard of Medical Engineering)「アメリカの圧力容器の基準」等の考え方も

考慮し、これを3mm以上の割れがないこととした。また、3mm未満であってもブローホールを含めた

欠陥の数が10個を超えるもの、または割れの長さの合計が7mmを超えるものは不合格とする。  

（KHKだより SEP 1997 第55号より） 

                         （H10.1 消防庁回答） 
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水張検査の代替要件に関する細目 
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特定屋外貯蔵タンクの溶接施工方法確認試験について 

 

 

 

特定屋外貯蔵タンクの溶接施工方法確認試験の方法等については、告示第４条の 21の２

に規定されているところであるが、同条第１項第１号に規定されている「これに準ずるも

の（同一の溶接条件）」等に該当するものは、次に定める溶接条件の区分の組合せがすべて

同一となる場合とする。 

 

１ 鋼板の厚さ 

⑴ 突合せ継手 

試験材の厚さに応じ、次表に定める厚さを区分とする。なお、板厚が異なる場合は、

薄い方の板の厚さによる。 

 

 

 

 

 

 

⑵ 重ねすみ肉継手 

試験材の厚さの組合せを区分とする。なお、鋼板の板厚が異なる場合は薄い方の板

の厚さによる。 

⑶ Ｔ継手 

アニュラ板又は底板用試験材の厚さを 12㎜以下、12㎜を超え 15㎜以下、15㎜を超

え 18㎜以下、18㎜を超え 21㎜以下、21㎜を超えるものに区分し、これに応じてアニ

ュラ板又は底板の鋼板の厚さを同様の区分とする。 

２ 鋼板の種類 

鋼板の種類の区分は次表による。なお、材料規格には同等以上の機械的性質及び溶接

性を有する材料を含むものとし、２以上の鋼板の種類を使用する場合は、その組合せを

１ 区分とする。 
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（H9.9.1消防危第 89号通知） 

（R3.3.19消防危第 37号一部改正） 
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３ 被覆アーク溶接棒 

被覆アーク溶接棒の区分は以下のとおりとする。 

・低水素系以外の被覆アーク溶接棒で、軟鋼及び 490N/mm2級鋼に用いるもの 

・低水素系の被覆アーク溶接棒で、軟鋼及び 490N/mm2級鋼に用いるもの 

・低水素系の被覆アーク溶接棒で、590N/mm2級鋼に用いるもの 

・オーステナイト系ステンレス鋼の溶着金属が得られる被覆アーク溶接棒 

これ以外のものについては、溶接棒の種類ごとに区分する。なお、２種類以上の溶接

棒を併用する場合は、その組合せを１区分とする。 

 

４ フラックス 

フラックスの種類ごとに区分とする 

 

５ 溶接用ワイヤ 

溶接用ワイヤの区分は以下のとおりとする。 

・軟鋼及び 490N/mm2鋼に用いる溶接ワイヤ及びティグ溶加材 

・590N/mm2鋼に用いる溶接ワイヤ及びティグ溶加材 

・オーステナイト系ステンレス鋼の溶着金属が得られる溶接ワイヤ又はティグ溶加材 

 

サブマージアーク溶接ワイヤの区分は以下のとおりとする。 

・軟鋼及び 490N/mm2鋼に用いる溶接ワイヤ 

・590N/mm2鋼に用いる溶接ワイヤ 

・オーステナイト系ステンレス鋼の溶着金属が得られる溶接ワイヤ 

これ以外のものについては、溶接用ワイヤ及びティグ溶接棒の規格、種類及び成分の

組合せによる区分とする。なお、２種類以上の溶接用ワイヤを併用する場合は、その組

合せを１区分とする。 

 

６ 溶接姿勢 

溶接姿勢の区分は、下向き、横向き及び立向きとする。 

７ 溶接方法 

次表に示す溶接方法の種類ごと、又はその組合せにより区分とする。 
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なお、エレクトロガスアーク溶接、エレクトロスラグ溶接などはそれぞれ１区分とする。 

 

８ 予熱 

予熱は、それを行うか行わないかにより区分とする。また、予熱を行う場合は、その

温度の下限を区分とする。 

 

９ 溶接後熱処理 

溶接後熱処理の区分は、それを行うか行わないかにより区分とする。また、溶接後熱

処理を行う場合は保持温度の下限と最低保持時間の組合せにより区分とする。 

 

10 シールドガス 

シールドガスの区分は、その種類ごとに区分とする。なお、２以上のガスを混合する

場合には、その組合せごとに１区分とする。 

 

11 裏面からのガス保護 

裏面からのガス保護の区分は、それを行うか行わないかにより区分とする。 

 

12 電極 

電極の区分は、単極又は多極とする。 

 

13 層盛り 

多層盛りと一層盛りにより区分とする。 
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 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに係る技術上の基準 

(H5.9.2消防危第 66号通知,H8.10.18消防危第 128号通知より) 

 

１  鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの構造等 

鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの構造等は、次によること。 

(1) 鋼製強化プラスチック製二重殼タンクの構造は、次のとおりであり、その構造の例は別図一

1に示すとおりであること。 

なお、鋼製強化プラスチック製二重殻タンクを地盤面下に埋没した場合における当該タンク

に係る土圧等は、強化プラスチックを介して鋼製の地下貯蔵タンクに伝えられる構造となって

いること。 

また、この場合における鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに設けられた微小な間隙は、

土圧等によりなくならないことについては確認されていること。 

ア 地下貯蔵タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ 2 ミリメー

トル以上のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを微小な間隙(O.1ミリ程度)を有

するように被覆すること。 

イ 地下貯蔵タンクに被覆された強化プラスチックと当該地下貯蔵タンクの間隙内に漏れた

危険物を検知できる設備を設けること。 

ウ 鋼板に代えて、厚さ 3.2ミリメートル以上のステンレス鋼板を用いる場合は、検知層以外

の強化プラスチックの被覆部（以下「密着層」という。）の接着強度が、剥離試験において、

強化プラスチックの基材破壊（強化プラスチックを構成する部材の破壊）が生じる強度以上

の強度を有していることを次の試験（別図―４参照）により実施されたものについては、当

該鋼製二重殻タンクの技術上の基準に適合しているものとする。 

なお、試験については、強化プラスチックを積層成形した試験片を用い実施するものとす

る。 

(2) 強化プラスチックの材料は、次のとおりとすること。 

ア 樹脂は、イソフタル酸系不飽和ポリエステル樹脂、ビスフェノール系飽和ポリエステル樹

脂、ビニルェステル樹脂又はエポキシ樹脂とすること。 

イ ガラス繊維等は、ガラスチップドストランドマット(J1S R 3411)、ガラスロービング(J1S 

R 3412)、処理ガラスクロス(J1S R 3416)、ガラスロービングクロス(J1S R 3417)とするこ

と。 

(3) 強化プラスチックに含有されるガラス繊維等の量は、強化プラスチックの量の 30 パーセン

ト程度とすること。 

(4) 地下貯蔵タンクに被覆した強化プラスチックの強度的特性は、「構造用ガラス繊維強化プラ

スチック」(JlS K 7011)第 1類 1種(GL-5)相当であること。 

(5) 強化プラスチックに充填材、着色材等を使用する場合にあっては、樹脂及び強化材の品質に

影響を与えないものであること。 
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２ 漏洩検知設備の構造等 

鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに設けられた間隙(以下「検知層」という。)内に漏れた

危険物を検知できる設備(以下「漏洩検知設備」という。)は、次によること。 

(1) 漏洩検知設備は、地下貯蔵タンクの損傷等により検知層に危険物が漏れた場合及び強化プラ

スチックの損傷等により地下水が検知層に浸入した場合に、これらの現象を検知するための検

知層に接続する検知管内に設けられたセンサー及び当該センサーが作動した場合に警報を発す

る装置により構成されたものであること。 

(2) 検知管は、次により設けること。なお、鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに係る地下貯

蔵タンクの水圧検査は検知管を取り付けた後に行うこと。 

ア 検知管は、地下貯蔵タンクの上部から低部まで貫通させ、検知層に接続すること。 

イ 検知管は、検知層に漏れた危険物及び浸入した地下水(以下「漏れた危険物等」という。)

を有効に検知できる位置に設けること。 

ウ 検知管は、直径 100mmの鋼製の管とし、その内部にはさび止め塗装をすること。 

エ 検知管の底部には、穴あき鋼板を設けること。 

オ 検知管の上部には、ふたを設けるとともに、検知層の気密試験を行うための器具が接続で

きる構造とすること。 

カ 検知管は、センサーの点検、交換等が容易に行える構造とすること。 

(3) 検知層に漏れた危険物等を検知するためのセンサーは、液体フロートセンサー又は液面計と

し、検知管内に漏れた危険物等が概ね 3 ㎝となった場合に検知できる性能を有するものである

こと。 

(4) 漏洩検知設備は、センサーが漏れた危険物等を検知した場合に、警報を発するとともに当該

警報信号が容易にリセットできない構造とすること。なお、複数の鋼製強化プラスチック製二

重殼タンクを監視する装置にあっては、警報を発したセンサーが設けてある鋼製強化プラスチ

ック製二重殼タンクが特定できるものとすること。 

 

３ 強化プラスチックの被覆に係る製造上の留意事項 

(1) 地下貯蔵タンクに強化プラスチックを被覆する方法は、ハンドレイアップ成形法、スプレイ

アップ成形法又は成型シート貼り法によるものとし、均一に施工できるものとすること。 

(2) 強化プラスチックを被覆する前の地下貯蔵タンクの外面は、被覆する強化プラスチック等に

悪い影響を与えないように、平滑に仕上げること。 

(3) 地下貯蔵タンクの底部から危険物の最高液面をこえる部分までに設ける検知層は、地下貯蔵

タンクと強化プラスチックの間に、プラスチックが固化する場合に発生する熱等により、ゆが

み、しわ等が生じにくい塩化ビニリデン系のシート又は熱の影響を受けにくい材料で造られた

スペーサーネット等を挿入することにより造ること。なお、成型シート貼り法による場合には、

成型シートの接合部を除き、シート、スペーサーネット等は必要ないものであること。 

(4) 強化プラスチックに用いる樹脂の調合に当たっては、次によること。 

ア 硬化材、促進材を添付する場合にあっては、厳正に計量すること。 

イ 適切なポットライフ(調合した樹脂を使用することができる時間)内で使用すること。 

(5) 強化プラスチックに含有されるガラス繊維等は、均等に分布し、かつ、表面に露出しないよ
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うにすること。 

(6) 強化プラスチックは、樹脂の含浸不良、気泡、異物混入がなく、かつ、その表面に著しい傷、

補修跡等がないようにすること。 

(7) 強化プラスチックは、検知層の気密性を確保するように被覆すること。 

(8) 地下貯蔵タンクに吊り下げ金具等を取り付ける場合にあっては、検知層が設けられていない

部分に取り付けること。 

(9) 強化プラスチックの被覆に係る製造時には、その事項を確認すること。 

ア 外観（目視により確認） 

強化プラスチックに歪み、ふくれ、亀裂、損傷、あな、気泡の巻き込み、異物の巻き込み、

シート溶接部不良がないこと。 

イ 強化プラスチックの厚さ（超音波厚計等を用いて確認） 

ウ 検知層（検知層チェッカー等を用いて確認） 

設計上、検知層をもうけることとしている部分に確実に隙間が存ずること。 

エ ピンホール（ピンホールテスター等を用いて確認） 

強化プラスチックにピンホールがないこと。 

オ 気密性（検知層を加圧（0.2ｋｇf／ｃ㎡程度）し、加圧状態を 10 分間以上維持して確認）

圧力降下がないこと。 

 

４ 運搬、移動、設置上の留意事項 

(1) 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクを運搬又は移動する場合にあっては、強化プラス

チックを損傷させないように行うこと。（別図―２参照） 

なお、鋼製強化プラスチック製二重殻タンクを運搬する場合にあっては、当該タンクの検知

層を減圧（0.2ｋｇf／ｃ㎡程度）しておくことが損傷を防止する観点から効果的であること。 

(2) 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの外面が接触する基礎台、固定バンド等の部分に

は、緩衝材（厚さ 10mm 程度のゴム製シート等）を挟み込み、接触面の保護をすること。

（別図―３参照） 

(3) 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクを設置する場合にあっては、当該タンクを基礎台

に据え付け、固定バンド等で固定した後に、検知層を加圧（0.2ｋｇf／ｃ㎡程度）し、加

圧状態を 10 分間以上維持し圧力降下がないことを確認するか、検知層を減圧した状態で

運搬した場合には、据え付け、固定バンド等で固定した後に減圧状態が保持されているこ

とを確認することをもって、これに代えることができる。 

(4) 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクを地盤面下に埋設する場合にあっては、石塊、有

害な有機物等を含まない砂を用いるとともに、強化プラスチック被覆に損傷を与えないよ

うに作業をすること。 

(5) 警報装置は、常時人のいる場所に設けること。 

 

５ 事務処理上の留意事項 

鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに係る完成検査を行う場合にあっては、次の事項に留意し

て行うこと。 
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(1) 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの強化プラスチックの被覆に係る完成検査とし

ては、前記３（９）アからエまでに掲げる事項について確認することが必要であること。 

(2) 検知層の気密性については、鋼製強化プラスチック製二重殻タンクを地盤面下に埋没し

た後に、当該検知層を加圧（0.2ｋｇf／ｃ㎡程度）又は減圧（0.2ｋｇf／ｃ㎡程度）し、

当該状態を 10 分間以上維持し圧力降下がないことを確認すること。 
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別 図 － ４ 
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強化プラスチック製二重殻タンクに係る技術上の基準 

（Ｈ7.3.28消防危第 28号通知，Ｈ8.10.18消防危第 128号通知） 

 

１ 強化プラスチック製二重殻タンクの構造等  

（１）強化プラスチック製二重殻タンクは、地下貯蔵タンク及び当該地下貯蔵タンクに被

服された強化プラスチック（以下「外殻」という。）が一体となって当該強化プラス

チック製二重殻タンクに作用する荷重に対して安全な構造を有するものであり、そ

の一例を示すと別図―１のとおりであること。  

また、規則第 24条の 2の4に定める安全な構造については、別記の内圧試験及び外圧

試験により確認されるものであること。  

    なお、強化プラスッチク製二重殻タンクを地盤面下に埋設した場合に当該タンクに

作用する土圧、内圧等の荷重に対し安全な構造とするうえでの地下貯蔵タンク及び

外殻の役割としては、次のものがあること。  

  ア 土圧等による外圧及び貯蔵液圧等による内圧に対して外殻及び地下貯蔵タンクの

双方で荷重を分担するもの  

イ  土圧等の外圧に対しては外殻で、貯蔵液圧等による内圧に対しては地下貯蔵タ

ンクでそれぞれ荷重を分担するもの  

 （２）強化プラスチック製二重殻タンクに設けられた間隙（以下「検知層」という。）は、

土圧等による地下貯蔵タンクと外殻の接触等により検知能力が影響を受けないものと

すること。 

    なお、検知層の大きさは特に規定されていないが、検知液による漏洩検知設備を用

いる場合にあっては、 3ミリ程度とすること。ただし、地下貯蔵タンクからの危険物

の漏洩が速やかに検知できる設備（以下「漏洩検知設備」という。）を設ける場合は、

この限りでない。  

 （３）強化プラスチックの材料のうちガラス繊維等については、規則第 24条の 2の 2第 3項

第2号ロに定めるものの複数の組み合わせによっても差し支えないこと。 

 （４）強化プラスチックに充てん材、着色剤、安定剤、可塑剤、硬化剤、促進剤等を使用

する場合にあっては、樹脂及び強化材の品質に悪影響を与えないものであること。  

 （５）強化プラスチック製二重殻タンクの埋設にあっては、「地下貯蔵タンクの砕石基礎

による施工方法について」（平成 8年 10月 18日付け消防危第 127号消防庁危険物規制課

長通知）によること。 

 （６）ノズル、マンホール等の取付部は、タンク本体と同等以上の強度を有するものであ

ること。 

 

 ２ 漏洩検知設備の構造等 

   漏洩検知設備は、次によること。 

（１）漏洩検知設備は、地下貯蔵タンクが損傷した場合に漏れた危険物を検知するための

センサー及び当該センサーが作動した場合に警報を発する装置により構成されたもの  
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  であること。 

（２）検知管を設ける場合の検知管及び漏洩検知設備は、次によること。なお、強化プラ

スチック製二重殻タンクの地下貯蔵タンクの水圧検査は、検知管を取り付けた後に行

うこと。 

  ア 検知管は、地下貯蔵タンクの上部から低部まで貫通させ、検知層に接続すること。  

  イ 検知管は、検知層に漏れた危険物を有効に検知できる位置で、鏡板に接近させな

いこと。 

  ウ 検知管は、地下貯蔵タンクの構造に影響を与えないもので、内圧試験、外圧試験

及び気密試験に耐える十分な強度を有する材質で造られた直径 100ミリ程度の管と

すること。 

  エ 検知管の上部にはふたを設けるとともに、検知層の気密試験を行うための器具が

接続できる構造とすること。  

  オ 検知管は、センサーの点検、交換等容易に行える構造とすること。  

  カ 検知層に漏れた危険物を検知するためのセンサーは、液体フロートセンサー又は

液面計とし、検知管内に漏れた危険物が概ね 3センチメートルとなった場合に検知

できる性能を有するものであること。  

  キ 漏洩検知設備は、センサーが漏れた危険物等を検知した場合に、警報を発すると

ともに当該警報信号が容易にリセットできない構造とすること。  

    なお、複数の二重殻タンクを監視する装置にあっては、警報を発したセンサーが

設けてある二重殻タンクが特定できるものとすること。  

（３）検知液による漏洩検知設備を用いる場合にあっては、「鋼製二重殻タンクに係る規

定の運用について」（平成 3年 4月 30日付け消防危第 37号各都道府県消防主幹部長あて

消防庁危険物規制課長通知）の 2の漏洩検知装置の例によること。この場合において、

地下貯蔵タンク及び外殻の強化プラスチックに用いる樹脂は、検知液により侵されな

いものとすること。 

 

３ 強化プラスチック製二重殻タンクの製造上の留意事項  

  一般に、製造上の留意すべき事項としては次のものがあること。  

（１）強化プラスチックを被覆する方法は、ハンドレイアップ成形法、スプレイアップ成

形法、成型シート貼り法フィラメントワンディング法等のいずれか又はこれらの組み

合わせによることができるが、均一に施工できるものとすること。  

（２）強化プラスチックに用いる樹脂の調合は、次によること。  

  ア 硬化剤、促進剤等を添加する場合にあっては、厳正に計量すること。  

  イ 適正なポットライフ（調合した樹脂を使用することができる時間）内で使用する

こと。 

（３）強化プラスチックに含有されるガラス繊維等は、均等に分布し、かつ、表面に露出

しないようにすること。 

（４）強化プラスチックは、樹脂の含浸不良、気泡、異物混入がなく、かつ、その表面に

著しい傷、補修跡等がないようにすること。  

（５）外殻は、検知層の気密性及び液密性を確保するように被覆されていること。  

（６）強化プラスチック製二重殻タンクに吊り下げ金具等を取り付ける場合にあっては、
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接続部について試験等により安全性が確認されているものとすること。  

（７）強化プラスチック製二重殻タンクの製造時には、次の事項を確認すること。  

  ア 外観（目視により確認）  

    強化プラスチックに歪み、ふくれ、亀裂、損傷、あな、気泡の巻き込み、異物の   

巻き込み等がないこと。  

  イ 強化プラスチックの厚さ（超音波厚計等を用いて確認）  

    強化プラスチックの厚さが設定値以上であること。  

  ウ 検知層 

    設定した間隙が存すること。  

  エ 気密性（検知液による漏洩検知設備を用いる二重殻タンクを除く。） 

    検知層が気密であること。なお、確認方法は、「地下タンク及び地下貯蔵タンク

埋設配管の定期点検の指導指針について（通知）」（昭和 62年 3月 31日付け消防危第

23号各都道府県消防主幹部長あて消防庁危険物規制課長通知）の別添「検知層の加

圧試験」によること。 

 

４ 運搬、移動又は設置上の留意事項  

  一般に、設置時等に留意すべき事項として次のものがあること。  

（１）強化プラスチック製二重殻タンクを運搬し、又は移動する場合は、強化プラスチッ

クを損傷させないように行なうこと。  

（２）強化プラスチック製二重殻タンクを設置する場合には、 3(7)エの気密試験により気

密性を確認すること。 

（３）警報装置は、常時人のいる場所に設けること。  

 

５ 事務処理上の留意事項 

（１）許可 

   消防法（以下「法」という。）第 11条第１項の規定による、ＦＦ二重殻タンクの設

置又は変更の許可にあっては、ＦＦ二重殻タンクの本体等及び漏洩検知設備について、

次の各項目に応じたそれぞれの事項が記載された図書が添付されていること。ただし、

協会の認定を受けているＦＦ二重殻タンクにあっては、ＦＦ二重殻タンクの本体等及

び漏洩検知設備の試験結果通知書の写しが添付されている場合は、ア及びイについて

省略して差し支えない。 

  ア ＦＦ二重殻タンクの本体  

    政令第13条第２項第１号ロ、同項第２号ロに規定する基準に関する事項、同項第  

3号に規定する安全な構造に係る基準に関する事項、 1(1)～(4)、(6)、3、4(2)に規

定する事項並びに別記に規定する材料試験、内圧試験及び外圧試験に係る試験条件、

試験方法及び試験結果の整理に関する事項  

  イ 漏洩検知設備 

    政令第 13条第2項第１号ロの規定による規則第 24条の２の２第４項の漏洩検知設

備は、２に規定する漏洩検知設備の構造等に係る基準に関する事項及び 4(3)に規定 

  する事項 
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 ウ 埋設方法 

   政令第 13条第１項第１号のタンク室又は同号ただし書きによる埋設方法に係る基   

準に関する事項及び 1（5）に規定する埋設方法の基準に関する事項  

（２）完成検査前検査 

  法第 11条の２第１項の規定によるＦＦ二重殼タンクの完成検査前検査として行う水  

圧検査は、外殼、補強借置及びノズル等（検知管を設ける場合には、検知管を含む。）

を付した状態で実施するものとし、漏れ、又は変形しない構造を確認する方法としては、

次の各事項によること。 

 ア 水圧試験の条件 

   水圧試験は、圧カタンク以外のタンクにあっては 0.7 kgf/cm以上の水圧で、圧   

カタンクにあっては最大常用圧力の 1.5倍の水圧で実施すること。この場合におい  

て外殼に損傷を与えないようタンク形状に合わせた架台に載せる等の措置を行い実   

施すること。 

 イ 漏れの確認 

   漏れについては、ＦＦ二重殼タンクの水圧試験を外殼等を取り付けた状態で実施   

するため、次の方法により実施する試験において圧力低下のないことを確認するこ   

とをもって、漏れがないものと判断すること。  

  （ｱ）試験の準備と手順 

    タンクの開ロ部は、バルブ、止め板等で閉鎖する（加圧状態を十分安全に維持、

確保できる強度を有する方法で行うこと。）とともに、次の計測機器等を取り付    

けること。 

    ・最小目盛が試験圧力の５パーセント以下で読みとれ、記録できる精度を有す     

る圧力計及び圧力自記記録計  

    ・タンク内の水圧を 0.7 kgf/cm以上に加圧できる加圧装置  

  （ｲ）水の充臓 

    タンクの注水については、タンクに著しい影響を与えないような速度で行うこ    

と。 

  （ｳ）加圧の方法 

   ａ  タンクに水を満水となるよう充臓した後、加圧装置により所定の圧力まで 10    

分以上かけ徐々に加圧すること。  

   ｂ  ａの状態において、 10分間以上静置すること。ただし、タンク内の圧力が安    

定せず低下を継続する場合にあっては、静置するまでの時間とすること。  

   ｃ 静置後の 10分間の圧力変化を確認すること。  

  （ｴ）判定方法 

    （ｳ）ｃにおいて圧力低下がある場合及び（ｳ）ｂにおいてタンク内の圧力が安定   

せず、静置することがない場合のみを不合格とすること。  

  （ｵ）その他の留意事項 

   ａ 圧力は必ずゼロの状態から加圧を開始し、加圧状態の全体を把握すること。  

   ｂ 加圧及び圧力の開放は、徐々に行うこと。  

 ウ 変形の確認 

   変形については、水圧試験実施時に変形がないことを確認すること。ただし、水圧
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試験時にわずかな変形が発生した場合であっても、水圧試験実施後に水圧試験前の形

状に戻る場合は、変形が無かったものと取り扱うものとすること。  

（３）完成検査 

法第11条第５項の規定によるFF二重殻タンクの完成検査においては、FF二重殻タンクの本体等及び漏

えい検知設備について次の各項目に応じたそれぞれの事項を確認すること。 

ただし、協会の認定を受けているFF 二重殻タンクにあっては、FF 二重殻タンクの本体及び漏えい検

知設備が許可申請書に添付された試験結果通知書及び図書と同一の形状であること並びにFF 二重殻タン

クの本体及び漏えい検知設備に試験確認済証が貼付されていることを確認することにより代替して差し

支えない。 

ア FF二重殻タンクの本体及び漏えい検知設備 

別記に規定する材料試験、内圧試験及び外圧試験を消防局危険物係員立会いの下に実施し、試験結

果の整理において基準内であることを確認するとともに、許可書どおりに施工されていること。ただ

し、仙台市長が適当と判断する場合においては、材料試験が実施される場合における立会いを要さな

いこととできる。 

イ 埋設方法 

許可書どおりに施工がされていることを確認すること。 
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別添 

強化プラスチック製二重殼タンクの構造安全性の確認方法  

１ 材料試験（構造に関する事項に限る。）  

（1） 試験片 

   試験片は、地下貯蔵タンク（地下貯蔵タンクと外殼の成型方法が異なる場合は外

殼も含む。）の一部から切り出したもの又は当該タンクの製造と同一条件で製作した

ものを用いること。 

（2） 試験方法 

 ア 引張試験は、引張強さ及び引張弾性率をそれぞれ１０個の試験片について、ＪＩ

Ｓ ｋ７０５４「ガラス繊維強化プラスチックの引張試験方法」によって行い、平

均値を求めること。この場合において試験速度は、原則として当該規格の速度Ａと    

すること。 

   なお、引張強さについては、標準偏差を求めること。  

   ポアソン比については、３以上の試験片において測定した平均値により求めるこ   

とを原則とするが、既往の試料から推定が可能な場合はこれによることができるこ  

  と。 

 イ  曲げ試験は、曲げ強さ及び曲げ弾性率をそれぞれ１０個の試験片について、Ｊ    

ＩＳ ｋ７０５５「ガラス繊維強化プラスチックの曲げ試験方法」によって行い、    

平均値を求めること。 

   なお、曲げ強さについては、標準偏差を求めること。  

（3）試験結果の整理 

  許容応力（２の（3）に使用）は、次の式により算出すること。  

 

(ｘｔ－２・Ｓｔ ) 

ｆｔ＝       ４ 

 

(ｘｂ－２・Ｓｂ ) 

ｆｂ＝       ４ 

 

ここに、ｆｔ：引張りの許容応力  

     ｆｂ：曲げの許容応力 

     ｘｔ：引張強さの平均値  

     ｘｂ：曲げ強さの平均値  

     Ｓｔ：引張強さの標準偏差  

     Ｓｂ：曲げ強さの標準偏差  

 

２ 内圧試験及び外圧試験 

 内圧試験及び外圧試験は、それぞれ次によって行い、その各状態において、ひずみ及  

び変形を測定し、１の材料試験の結果から (3)の安全性の確認を行い、また、試験後に
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ここに、ε tx、ε ty： x、 y方向の引張ひずみ  

    ε bx、ε by： x、 y方向の曲げひずみ  

    ε xi、ε yi：測定店における内表面の主ひずみ  

    ε xo、ε yo：測定店における外表面の主ひずみ  

おいて目視によって測定箇所以外の変形等による異常の有無の確認を行うものとするこ

と。 

 内圧試験及び外圧試験は、同一の強化プラスチック製二重殼タンクを用いて行うこと。  

 この場合において、内圧試験及び外圧試験の順序は、どちらが先でも差し支えないこ

と。 

（1）内圧試験（規則第２４条の２の４第２号に定める安全な構造の確認）  

 ア 試験圧力 

   試験圧力は、０．７ｋｇｆ／・以上の水圧とすること。ただし、圧力タンクにあ

っては、最大常用圧力の１．５倍以上とすること。  

 イ 試験方法 

   地下貯蔵タンク及び外殼に大きな応力が発生すると予想される箇所の内外面に２   

軸ひずみゲージを張り、タンクを設置する基礎と同じ構造の基礎に固定し、タンク   

に水を注入して加圧し、４段階以上の荷重で主軸方向のひずみ及び変形を測定する   

こと。 

   測定箇所は、大きな応力が発生すると予想される鏡部分、接合部分、アンカーで   

固定される部分、地下貯蔵タンクの構造上の補強措置（スティフナー）の部分等を   

重点的に２００ポイント以上とすること。ただし、有限要素法（ＦＥＭ）による解   

析等により、大きな応力が発生する箇所が予想されている場合は、測定箇所を減少   

することができる。 

   この場合において、次の点に留意すること。 

  ① 主軸方向をｘ、ｙとし、内外の同じ位置のものを一組として１箇所とすること。  

  ② 主軸方向が不明の場合は、３軸ゲージによって主ひずみを求めること。  

  ③  変形は、主要な箇所２箇所以上で、かつ２方向以上計測し、最大目盛１／５ 

０mm以下の変位計を用いて各荷重段階において計測すること。  

  ④ 温度差による誤差が生じないよう管理を行うか、又は補正等を考慮すること。  

  ⑤ 荷重段階は、試験圧力を４以上に等分して行うこと。  

  ⑤ 圧力保持時間は試験圧力時において１時間以上とすること。  

 ウ 試験結果の整理 

 （ア）ひずみの算出 

    ｘ、ｙ方向の引張ひずみと曲げひずみは、測定された主ひずみを用い、次の式  

   により算出すること。 

 

               （ε xi＋ε xo） 

ε tx＝         ２ 

   （ε yi＋ε yo） 

ε ty＝         ２ 

（ε xi－ε xo） 

  ε bx＝        ２ 

   （ε yi－ε yo） 

  ε by＝       ２ 
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σ tx、σ ty：ｘ、ｙ方向の引張応力  

σ bx、σ by：ｘ、ｙ方向の曲げ応力  

Et、 Eb：材料試験によって求めた引張弾性率及び

曲げ弾性率  

ν：使用材料のポアソン比  

（イ）応力の算出 

    引張応力と曲げ応力は、１の材料試験の結果における平均弾性率及びポアソン

比を用い、次の式により算出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）外圧試験（規則第２４条の２の４第１号に定める安全な構造の確認）  

ア 試験方法 

    タンクを設置する基礎と同じ構造の基礎を水槽に設け、当該基礎にタンクを固   

定し、水槽内に水を注入し、４段階以上の荷重で主軸方向のひずみ及び変形を

測定すること。 

    最高水位は、タンクの最上部の外殼の外面から 5 0cm以上の高さとし、タンク

底部から最高水位までをほぼ４以上に等分した高さの水位ごとに測定すること。  

    測定箇所は、大きな応力が発生すると予想される鏡部分、接合部分、アンカー

で固定される部分、地下貯蔵タンクの構造上の補強措置（スティフナー）の部

分等を重点的に２００ポイント以上とすること。ただし、有限要素法（ＦＥ

Ｍ）による解析等により、大きな応力が発生する箇所が予想されている場合は、

測定箇所を減少することができる。また、水位保持時間は、最高水位時におい

て１時間以上とすること。  

    なお、この試験における留意点は、（ 1）イの①から④までと同様であること。 

  イ 試験結果の整理 

    ひずみ及び応力の算出は、（ 1）ウの例によること。 

3）構造安全性の確認 

   ア 変形量の確認 

     内圧試験及び外圧試験結果において、変形量が地下貯蔵タンクの直径の３％

以内であること。この場合において、タンク形状が矩形等の場合にあっては、

短辺方向の内寸法を指すものでること。  

    なお、測定箇所は、大きな応力が発生すると予想される鏡部分、接合部分、ア

ンカーで固定される部分、地下貯蔵タンクの構造上の補強措置（スティフナ

ー）の部 

    分等を重点的に１０箇所以上とすること。  

 

 

σ tx＝ 

σ ty＝ 

σ bx＝ 

σ by＝ 

Et（ε tx＋ε ty・ν） 

（１－ν2） 

（１－ν2） 

Et（ε ty＋ε tx・ν） 

Eb（ε bx＋ε by・ν） 

（１－ν2） 

Eb（ε by＋ε by・ν） 

（１－ν2） 



 

別３９ -  11 - 

σ tx 

ft 

σ ty 

fb 

σ ty 

ft 

σ bx 

fb 

＋ 

≦１．０ ＋ 

≦１．０ 

イ 応力度比の確認 

   内圧試験及び外圧試験において算出された発生応力（σ tx、σ ｔ ｙ、σ bx、σ

by）及び許容応力（ ft、 fb）がすべての測定点について、次の式をいずれも満た

すことを確認すること。  

    

    


